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（休所日　土・祝日・12/29 ～ 1/3）
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ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/

高知県金融広報委員会では、金融・経済、生活設計、生命保険などに関する専門家である「金融広報アドバイザー」を地
域やグループ等で開催される各種学習会・講演会へ無料で派遣しています。「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の
金融トラブルについて詳しく話を聞きたい」など、くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、お気
軽にお問い合せください。

高知県金融広報委員会事務局（日本銀行高知支店総務課内）　TEL：088-822-0114
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　子どもたちにとっては楽しい夏の季節となりました。
　この季節、子どもたちの行動範囲が広がりますが、その分、不審
者に遭遇したり、交通事故や水の事故など危険な目にあう可能性が
高くなります。
　この夏が子どもたちにとって楽しい思い出となるように地域ぐる
みで子どもの安全を見守りましょう。

－ 地域のみなさんへ －
○１人で遊んでいる子どもを見かけたときは友達
　と一緒に遊ぶように声をかけてあげてください。
○遅くまで遊んでいる子どもを見かけたときには、
　早く帰るように声をかけてください。
○不審な人や車などを見かけたら、人相や特徴、
　車のナンバーなどをメモして警察や学校へ連絡
　してください。

－ 保護者のみなさんへ －
○お子さんの行動を日ごろから確認するようにし
　てください。
○被害にあったことを話しやすいように日ごろか
　ら親子のコミュニケーションを図ってください。
○家庭の中で「１人で遊ばない」「遊びに行くときは
　ひとこと言ってでかける」「知らない人についてい
　かない」といったことを教えてあげてください。

　スクールガード・リーダーは、子どもたちが安全で安心して学校で教育が
受けられるようにするために学校を巡回し、学校内や通学路の安全確保、学
校に対する指導助言を行っています。
　現在、県内では39名の方がスクールガード・リーダーとして活動されて
おり、担当区域内の小学校などを巡回し、校門の開閉状況や校門以外で学校
への侵入が可能な場所の確認、通学路における危険箇所の点検、学校行事に
おける警戒のほか、学校への防犯指導や助言、防犯教室や防犯訓練への参加
などの様々な活動を行っており、子どもの安全を守るための重要な役割を
担っています。

クイズで学ぼう！お金のイロイロ（答え）

知るぽるとキャラクター
矢口イチ（矢口家の愛犬）

　三大生活習慣病（ガン・急性心筋梗塞・脳卒中）で所定の状態になった場合に、請求により、生きて
いるうちに死亡保険金と同額の保険金が受け取れる保険を「特定疾病保障保険」、「三大疾病保障保
険」などと呼んでいます。三大生活習慣病による保険金支払い事由が発生しないまま死亡・高度障がい
になった場合でも同額の保険金が受け取れます。なお、生前に保険金を受け取るとその時点で契約は
消滅するため、その後の死亡時に死亡保険金を受け取ることはできません。

スクールガード・リーダー活動中 ～子どもの安全を守るために～

消費者ホットライン……局番なしの１８８番　お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します

くらしネットkochi

答えは　③糖尿病

地域で子どもを見守ろう!!地域で子どもを見守ろう!!

　インターネット等で商品を申し込む通信販売は、商品の購入条件や返品の可否、返品期間等について、各事業
者が任意に定めることができます。そして、実際に商品を目にしたり説明を受けたりすることができない通信販
売では、広告の記載事項が商品の選択に当たり、唯一の情報源であることから、広告に、購入条件や返品特約を
記載することが法律で定められています。条件等が記載されている場合は、それに従わなければなりません。
　今回の事例では、お試し価格での購入は３回以上の定期購入が必要という条件がＨＰに記載されていたため、
追加金額を支払って１回限りの購入とするか、必要回数分定期購入した後解約するかの、いずれかになります。
　また、通信販売にはクーリングオフ制度がありません。「無料」や「お試し」といった言葉に惑わされず、商品を
注文する前に広告をよく読んで、購入条件や、返品の可否、条件などをよく確認しましょう。

事例
　インターネット広告で見つけた健康食品を、お試し価格の500円で申し込んだ。体に合わなかったの
で追加注文はしなかったが、翌月同じ商品が送られてきた。問い合わせたところ、お試し価格は３回以
上の定期購入を利用することが条件だった。体に合わないことを伝えたが、「定期購入しないのであれ
ば、初回分も500円ではなく通常価格での販売になる。差額分を支払うように。」と言われた。
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シンボルマーク みんなで始めよう!
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ネット通販のお試し購入
契約条件をよく確認！！
ネット通販のお試し購入
契約条件をよく確認！！

やぐち

スクールガード・リーダーの活動の様子

　最近、ネット通販で「無料」や「送料のみ負担」といったお試し商品を購入したら、
定期購入が条件の契約だったというトラブルが多発しています。


